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佐監第７１号の１９ 

令和７年１２月２２日 

 

佐倉市長 西田 三十五 様 

 

佐倉市監査委員 滝 田   理 

佐倉市監査委員 瀬 田 和 俊 

佐倉市監査委員 岡 村 芳 樹 

 

 

令和７年度定期監査及び行政監査報告（第１回） 

 

佐倉市監査基準に準拠して、地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定

により監査を執行したので、その結果を同条第９項の規定により次のとおり提

出する。 

 

記 

第１ 監査の対象部署 

１ 予備監査及び監査委員監査 

（１）市民部 

市民課、健康保険課、自治人権推進課、佐倉市民サービスセンター、

佐倉市パスポートセンター、ミレニアムセンター佐倉、消費生活セン

ター、市民公益活動サポートセンター 

（２）福祉部 

社会福祉課、高齢者福祉課、介護保険課、障害福祉課 

（３）こども支援部 

子育て交流センター 

（４）健康推進部 

健康推進課、母子保健課 

（５）経済環境部 

農政課、商工振興課、生活環境課、廃棄物対策課 

（６）農業委員会事務局 

（７）教育部 

中央公民館、佐倉図書館 

 

２ 書面審査 

（１）市民部 

志津出張所、臼井・千代田出張所、根郷出張所、ユーカリが丘出張所、

和田出張所、弥富派出所、西志津市民サービスセンター、志津コミュ

ニティセンター、和田ふるさと館、千代田・染井野ふれあいセンター 

（２）こども支援部 

こども政策課、こども保育課、こども家庭課 
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（３）都市部 

都市計画課、公園緑地課、建築指導課、住宅課、市街地整備課 

（４）選挙管理委員会事務局 

 

第２ 監査の着眼点及び方法 

監査対象所属の事務事業が法令・例規等に従って適正に行われているかど

うかといった合規性の観点とともに、経済性、効率性、有効性の観点にも留

意し、次に掲げる着眼点に基づき実施するほか、佐倉市監査基準に準拠し、

実査、確認、証憑突合、帳簿突合、質問等、通常実施すべき手続を選択し適

用した。 

なお、着眼点は以下のとおりである。 

１ 予算執行が、適正かつ計画的、効率的に行われているか。 

２ 事務事業の執行及び管理運営が、適正かつ合理的、効率的に行われてい

るか。 

３ 工事及び委託事業等の契約事務が、随意契約も含め適正かつ効率的に執

行されているか。 

４ 指摘事項は、是正又は改善されているか。 

５ 各種の帳簿、証拠書類は整備され、記載内容に整合性はあるか。 

６ 各種団体に支出している負担金の必要性及び効果は検証されているか。 

７ 備品が適正に管理されているか。 

８ 時間外勤務の削減策が適切に実施されているか。 

 

第３ 監査の日程 

令和７年８月１９日から令和７年１２月２２日まで 

 

第４ 監査の範囲 

令和７年度事務事業（必要に応じて過年度分も対象とした） 

 

第５ 監査の結果 

今回監査を実施したところ、次のとおり注意、改善すべき点が認められた

ので、これらに留意し、適正で効率的かつ効果的な事務遂行に一層努力され

たい。 

 

１ 指摘事項 

※ 指摘事項 ：法令等に違反し、若しくは不当と認められるため是正を

求める事項又は経済性、効率性、有効性の観点から改善、

検討を求める事項（措置結果の報告を求める） 

※【措置済み】：軽微な事項で、監査結果確定までに改善策を講じたもの 

 

（１）契約事務について 

ア 事業の執行伺の記載について（障害福祉課） 

執行伺については、佐倉市契約事務要綱第３条により、事業を執行
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するときは、執行伺の起案に事業名、事業場所等の必要事項を明記し

なければならないことが規定されている。 

しかし、執行伺の記載内容に誤りのあるものが１件認められた。 

今後は、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適正な契約事務を確保され

たい。 

 

イ 随意契約該当理由について（自治人権推進課、社会福祉課、健康推

進課、農業委員会事務局） 

随意契約執行の際、随意契約の根拠となる地方自治法施行令第１６７

条の２第１項に記載されている理由の選択誤りが５件（自治人権推進

課１件、社会福祉課１件、健康推進課２件、農業委員会事務局１件）

認められた。 

今後は、チェック機能の強化を図り、適正な契約事務を確保された

い。 

 

ウ 予定価格書について（自治人権推進課） 

随意契約においては、佐倉市財務規則第１４３条により、同条各号

のいずれかに該当する契約を除き、同規則第１２８条第１項の準用に

より予定価格を定め、同規則第１３０条の準用により予定価格書を作

成することが規定されている。 

しかし、予定価格書の見積書比較価格に誤りのあるものが２件、見

積徴取日に誤りのあるものが１件認められた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、適正な契約事務を確保されたい。 

 

エ 見積書について（自治人権推進課、市民公益活動サポートセンター、

介護保険課、農業委員会事務局） 

随意契約においては、佐倉市契約事務要綱第２６条第１項により、

見積書には、見積金額、宛名、自己の名称又は商号、事業名称、事業

場所及び見積徴取日を明記しなければならないことが規定されている。 

しかし、見積書に事業場所が明記されていないものが６件（自治人

権推進課２件、市民公益活動サポートセンター１件、介護保険課２件、

農業委員会事務局１件）、事業名称が明記されていないものが１件

（介護保険課）認められた。 

今後は、佐倉市契約事務要綱を遵守し、適正な契約事務を確保され

たい。 

 

オ 随意契約関係書類について（自治人権推進課、生活環境課、農業委

員会事務局） 

随意契約事務については、各担当課の責任において、適正に事務を

執行する必要がある。 

随意契約における事務手続については、契約検査課により「随意契

約チェックリスト」が作成されており、随意契約の事前準備から契約
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締結までに行う事務の進捗確認や誤り防止に活用されている。 

しかし、随意契約の事務手続について、同意書の協議同意日が会計

年度前の日付となっているものが１件（生活環境課）認められた。 

また、契約締結起案の記載内容に誤りのあるものが１件（自治人権

推進課）認められた。 

さらに契約書中、契約相手方の名称に誤りのあるものが１件（農業

委員会事務局）認められた。 

今後は、チェック機能の強化を図り、適正な契約事務を確保された

い。 

 

（２）切手受払簿について（障害福祉課、健康推進課、佐倉図書館） 

切手等については、私的流用、盗難防止策等、適正な管理を確保する

ため、佐倉市文書管理規程第３２条第２項により、又は同項に準じ、郵

便切手等受払簿により、その受払を明確にしておかなければならない。 

しかし、切手受払簿の記載に関し、記載のないものが２件（障害福祉

課、健康推進課）、訂正のないものが１件（健康推進課）、受領印のな

いものが１件（佐倉図書館）、訂正印のないものが１件（障害福祉課）

認められた。 

今後は、切手受払簿に適切に記載し、適正な管理を確保されたい。 

【措置済み】 

 

（３）現金出納について 

ア 払込遅延について（生活環境課） 

佐倉市財務規則第３６条により、直接収納した現金等は、その経理

を明らかにするとともに、納付書により翌営業日までに指定金融機関

等に払い込まなければならないことが規定されている。 

しかし、収納金に関し、払込み遅延が１５件認められた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、適正な管理を確保されたい。 

 

イ 現金出納簿について（佐倉市パスポートセンター、ミレニアムセン

ター佐倉、介護保険課、生活環境課） 

佐倉市財務規則第５０条第２項により、収納出納員は、現金出納簿

を備え、直接収納に係る現金等の受払を記載して整理しなければなら

ないことが規定されている。 

しかし、現金出納簿の記載に関し、記載誤りが３５１件（佐倉市パ

スポートセンター３４２件（すべて記載方法誤認によるもの）、ミレ

ニアムセンター佐倉５件、介護保険課１件、生活環境課３件）認めら

れた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、適正な管理を確保されたい。 

【措置済み】 

 

（４）前渡資金について（障害福祉課） 
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佐倉市財務規則第７５条により、資金前渡職員は、前渡資金出納簿を

備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならないことが規定され

ている。 

しかし、前渡資金出納簿の記載に関し、記載誤りが５件認められた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、適正な管理を確保されたい。 

【措置済み】 

 

（５）歳入調定手続きについて（介護保険課、廃棄物対策課） 

佐倉市財務規則第２８条第１項により、歳入徴収者は歳入を収入しよ

うとするときは調定決議書により調定しなければならないと規定されて

いる。 

しかし、介護保険料及び延滞金の調定が行われていないものが１４件

（介護保険課）、清掃手数料の調定が行われていないものが１件（廃棄

物対策課）認められた。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、適正な管理を確保されたい。 

【措置済み】 

 

（６）文書の管理について 

ア 文書の収受について（自治人権推進課） 

佐倉市文書管理規程第１２条により、同条第３号に規定する刊行物、

ポスター等を除き、文書及び荷物は、直ちに開封して確認の上、文書

の余白に文書収受印を押印するものと規定されている。 

しかし、補助金交付関係書類に文書収受印の押印のないものが１件

認められた。 

今後は、佐倉市文書管理規程を遵守し、適正な文書の取扱いを確保

されたい。 

 

イ 起案文書等の日付について（健康保険課、高齢者福祉課、健康推進

課、母子保健課、農政課、佐倉図書館） 

佐倉市文書管理規程第１９条第４号により、起案文書には、保存期

間、起案年月日等の必要事項を表示するものとすると規定されている。 

また、同規程第２８条により、起案者は決裁の終わった起案文書

（以下「決裁文書」という。）に所定事項を記入し、併せて施行の手

続をすると規定されている。さらに、同規程第３３条第１項により、

決裁文書には施行日を表示しておかなければならないと規定されてい

る。 

しかし、決裁日の記載漏れが７件（健康保険課１件、高齢者福祉課

１件、健康推進課３件、農政課１件、佐倉図書館１件）、施行日の記

載漏れが１４件（健康保険課１件、高齢者福祉課２件、健康推進課５

件、母子保健課１件、農政課４件、佐倉図書館１件）認められた。 

今後は、佐倉市文書管理規程を遵守し、適正な文書の取扱いを確保

されたい。 
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ウ 起案文書の訂正について（健康保険課） 

佐倉市文書管理規程第１９条第５号により、起案文書を訂正すると

きは、訂正を加えた箇所に朱線を引き、訂正者が訂正した旨の表示を

するものと規定されている。 

しかし、訂正者の表示のないものが１件認められた。 

今後は、佐倉市文書管理規程を遵守し、適正な文書の取扱いを確保

されたい。 

 

（７）起案文書における事前の供覧について（市民課、健康保険課、自治人

権推進課、ミレニアムセンター佐倉、高齢者福祉課、介護保険課、障害

福祉課、健康推進課、母子保健課、農政課、商工振興課、生活環境課、

廃棄物対策課、農業委員会事務局） 

佐倉市事務決裁規程第３条第８項により、起案者は、市長が別に定め

る事務に関して起案を行うときは、最初の審査者による審査を受ける前

に、当該審査者が指名する職員にその内容を供覧しなければならないと

規定されている。さらに、令和６年１２月１１日付け佐行第６２５号総

務部長通知により、契約関連事務について事前の供覧を行う者（確認者）

による確認を行い、その旨を明示することが追加された。 

しかし、契約の執行伺及び契約締結伺の起案において、確認者による

事前の供覧が明示されていなかったものが７４件（市民課４件、健康保

険課８件、自治人権推進課１１件、ミレニアムセンター佐倉４件、高齢

者福祉課１１件、介護保険課２件、障害福祉課１１件、健康推進課６件、

母子保健課６件、農政課１件、商工振興課４件、生活環境課２件、廃棄

物対策課２件、農業委員会事務局２件）認められた。 

今後は、佐倉市事務決裁規程等を遵守し、適正な事務決裁を徹底さ

れたい。 

 

（８）備品の管理について（自治人権推進課） 

佐倉市財務規則第２７９条第１項により、所管に属する備品について

は、備品台帳一覧表を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしてお

かなければならないと規定されている。 

しかし、備品台帳一覧表に記載されている備品と、所管に設置し保管

されている備品が一致しなかった。 

今後は、佐倉市財務規則を遵守し、適正な備品の管理を確保されたい。 

【措置済み】 

 

（９）職員服務規程の遵守について 

ア 出張命令書について（社会福祉課、障害福祉課、健康推進課、農政

課、生活環境課、農業委員会事務局、佐倉図書館） 

佐倉市職員服務規程第２１条第１項により、職員に対する出張命令

は、出張命令書により行わなければならないと規定されている。 
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しかし、研修等の出張において、出張命令書により行われていない

ものが１３件（社会福祉課１件、健康推進課１１件、農政課１件）認

められた。 

また、出張命令書の入力誤りが１１件（社会福祉課１件、障害福祉

課１件、健康推進課２件、生活環境課４件、農業委員会事務局２件、

佐倉図書館１件）認められた。 

今後は、佐倉市職員服務規程を遵守し、出張における服務規律の徹

底を図られたい。 

【措置済み】 

 

イ 復命書について（健康推進課、佐倉図書館） 

佐倉市職員服務規程第２１条第２項により、職員は、出張を終えて

帰庁したときは、速やかに復命書により上司に復命しなければならな

いと規定されている。 

しかし、決裁区分に誤りのあるものが２件（健康推進課、佐倉図書

館）認められた。 

今後は、佐倉市職員服務規程を遵守し、出張における服務規律の徹

底を図られたい。 

【措置済み】 

 

２ 意見 

※ 意見：法令等に照らしては違反や不備、不適切事項には当たらないが、

事務の進め方における工夫や努力、改善によっては今以上に経

済性や効率性、有効性が向上すると見込まれる事項について、

市の組織及び運営の合理化に資するため、監査委員からの提言

として表明する事項（対応状況の報告を求める） 

 

（１）市独自補助金（助成金・交付金）における補助金交付要綱の補助対象

経費について（自治人権推進課、高齢者福祉課） 

補助金（助成金・交付金）を交付するに際しては、補助対象経費の範

囲を曖昧にせず明確にすることが求められる。各補助金交付要綱に規定

する補助対象経費について、対象経費を列挙した最後に「等」と表記し

たり、「に要する費用」、「に係る費用」と包括的に表記したりするな

ど、補助対象経費に含みを持たせ、同要綱の規定だけでは、補助の対象

となる範囲がはっきりと分からないものが見受けられた。 

補助対象経費については、できる限り明確にするよう努められたい。 

 

（２）佐倉市企業誘致・再投資促進助成金について（商工振興課） 

佐倉市企業誘致・再投資促進助成金については、産業振興及び地元雇

用の拡大に資することを趣旨としている。当該助成金の対象として、償

却資産に係る固定資産税が含まれるが、償却資産については耐用年数が
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長くないものもあり、また、耐用年数が短ければ助成金の趣旨に沿った

効果としては、限定的であると思われる。 

企業の償却資産に対する設備投資については、補助対象期間の見直し

がされたものの、更なる研究・検討に努められたい。 

 


